
 

 

  
日本警友ハム連絡会規約（改正） 

（名称） 

第１条 本会は、「日本警友ハム連絡会（「ＪＰＨＣ」と略称する。）」とし、加入クラブ又は個人は

「ＪＰＨＣ」のあとへ「都道府県等名」または「クラブ名」を付して呼称する。 
（目的） 

第２条 本会は、各都道府県警察のハムクラブ又は警察職員個人、ＯＢ相互の連絡をはかり、会員相互

の親睦の増進と余暇の善用によって、アマチュア無線の健全な発展と警察職員、ＯＢの無線科学

技術の向上に貢献することを目的とする。 

（事業） 

第３条 本会は、次の事業を行う。 

   (1) 都道府県警察のハムクラブ及び警察職員個人、ＯＢによる連絡会議（総会）の開催と相互の 

親睦を目的とする事業 

   (2) アマチュア無線の調査研究、その他本会の目的達成に必要な事業 

   (3) 非常無線通信についての協力および研究 
   (4)  削除 

（構成基準） 

第４条 本会の構成は、各都道府県警察のハムクラブの加入をもって構成することを基準とする。 

     ただし、未組織の都道府県にあっては、警察職員またはそのＯＢの個人であっても加入するこ 
    とができる。 

（会員） 

第５条 本会の会員は、本会に加入している都道府県警察ハムクラブの会員あるいは前条ただし書の警

察職員またはそのＯＢをもって会員とする。 
  ２ 当会への加入手続きは要せず、本会会員としての条件を満たす者であれば自ら当会会員を名乗

ることができる。 

（ＪＰＨＣ事務連絡担当及び任務） 

第６条 本会事務を行うＪＰＨＣクラブまたはＪＰＨＣメンバーを、「日本警友ハム連絡会事務連絡担 
当」とし、「ＪＰＨＣ事務連絡担当」と呼称する。 

  ２ ＪＰＨＣ事務連絡担当は、総会において選出する。 

  ３ ＪＰＨＣ事務連絡担当は、全国ＪＰＨＣメンバーからの本会に関する問合せの対応及び各ＪＰ 
ＨＣクラブまたはＪＰＨＣメンバーとの連絡調整にあたる。 

  ４ ＪＰＨＣ事務連絡担当からの本会連絡事項等はＪＰＨＣメーリングリストにて行う。 
  ５  削除 
（連絡会議） 

第７条 第３条第２号の連絡会議（以下「総会」という。）は、総会で次年度開催県等のＪＰＨＣクラ

ブまたはＪＰＨＣメンバー等の立候補を得て年１回開催するが、次回開催県等が決定しない年に

ついては開催しない。 

  ２ 総会において議決等を必要とする場合は、出席会員ごとに１票の議決権を持ち、その出席者の 

過半数以上の同意をもって決定する。 

  ３ 可否同数の場合は、議長の決するところによる。 
  ４ 削除 
  ５ 削除 



 

 

  ６ 削除 
（会議の主催） 

第８条 会議の主催は、総会において選出された開催ＪＰＨＣクラブまたはＪＰＨＣメンバーが、幹事

として議長を選出し、総会を主催する。 

  ２ 幹事は、各ＪＰＨＣクラブまたはＪＰＨＣメンバーに対し総会に関する案内を行う。 

  ３ 総会終了後、幹事は総会結果について、出席ＪＰＨＣクラブまたはＪＰＨＣメンバーに対して 
結果報告をメーリングリストにより報告する。 

（開催都道府県） 

第９条 開催都道府県であるＪＰＨＣクラブまたはＪＰＨＣメンバーの選出は、総会において適宜の方

法により第７条の手続きにより選出し、かつ、選出されたＪＰＨＣクラブまたはＪＰＨＣメンバ

ーの同意を得て決定する。 

  ２ 開催都道府県のＪＰＨＣクラブまたはＪＰＨＣメンバーの任期は、総会において選出されたと

きから、第８条の総会の任務を終了したときまでとする。 

  ３ 次回総会幹事であるＪＰＨＣクラブまたはＪＰＨＣメンバー代表者は、総会の席上概略につい

て案内するものとし、総会に関する盾、旗等の備品を総会開催日まで保管する。 
４ 削除 

（その他） 
第 10 条 本会運営に関し、本会の保管金については、各都府県警察が規定する「私的保管金の管理要領」 

等の規定により現職会員に過大な負担をかけることから現職会員が組織するＪＰＨＣクラブや 

ＪＰＨＣメンバーには保管させず、支出が特に予想される総会開催県等のＪＰＨＣクラブまたは 

ＪＰＨＣメンバー等が適切に保管管理し、必ずしも「ＪＰＨＣ事務連絡担当」が保管する義務を 

負わない。 

  ２ 削除 

  ３ 削除 

  ４ 削除 

第 11 条 本規約の発効は、第１回会議で承認されたときからとする。 

  ２ 本規約の改廃は、会議において承認を得なければならない。 

 

 付則 

  昭和５０年 ９月 ８日 起 

  昭和６０年 ７月１３日 一部改正 

  平成 ３年 ７月２８日 一部改正 

  平成 ６年 ８月１９日 一部改正 

  平成１６年 ８月２２日 一部改正  

平成２０年 ８月    一部改正 

    平成２４年 ９月 ９日 一部改正 

  令和 ７年 ９月２８日 全面改正 第４６回総会 北海道大会 

 

 

 


